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第２編 
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第４ 

（P22） 

 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

 (1) 安否情報システムの利用 

   市は、県と連携し、総務省（消防庁）が運用する安否情報の円滑な収集及び提供を行うシス

テム（以下「安否情報システム」という。）を利用した安否情報の収集、整理及び提供が円滑

に行われるよう、必要な体制の整備を図る。 

  （※ (1)～(3)は順次繰り下げて(2)～(4)に変更） 

 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

  

（新規） 
安否情報システ

ムの運用開始に

伴う記述の整備 

第３編 
第６章 

 
（P49） 

 

第６章 安否情報の収集・提供 

 

   避難住民及び武力攻撃災害により死傷した住民に係る安否情報の収集、整理、報告 

  及び照会に対する回答について定める。 

 

第６章 安否情報の収集・提供 

  

   避難住民及び武力攻撃災害により死傷した住民に係る安否情報の収集、整理、報告 

  及び照会に対する回答について定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安否情報システ

ムの運用開始に

伴う記述の整備 

 

 

国    民  （ 照 会 者 ） 

総務大臣 市 長 
収集項目 

照会・回答 照会・回答 

・安否情報の収集・整理 

・安否情報の回答 

・知事への報告 

・安否情報の整理 

・安否情報の回答 

・安否情報の収集・整理 

・安否情報の回答 

・総務大臣への報告 

・避難誘導の際の安否

情報の収集 

・避難所における避難

住民名簿等作成 

・県警察等関係機関か

らの安否情報の収集 

 

 

収集 
・安否情報シス

テム 
・メール 
・Ｆ Ａ Ｘ 

報  告 
・ 安 否 情 報 
システム 

・ メール 
・ Ｆ Ａ Ｘ 

収集に協力 
・メール 
・Ｆ Ａ Ｘ 

報  告 
・ 安 否 情 報  
システム 

・ メール 
・ Ｆ Ａ Ｘ 

知 事 

県警察 避難施設・関係機関等 

安 否 情 報 収 集 ・ 整 理 ・ 提 供 の 流 れ 

照会・回答 

 
１ 避難住民・負傷住民 
① 氏名 
② フリガナ 
③ 出生の年月日 
④ 男女の別 
⑤ 住所（郵便番号を含む） 
⑥ 国籍 
⑦ その他個人を識別するた

めの情報 
⑧ 負傷（疾病）の該当 
⑨ 負傷又は疾病の状況 
⑩ 現在の居所 
⑪ 連絡先その他必要情報 
 
２ 死亡住民 
（上記 ①～⑦ に加えて） 

⑧ 死亡の日時、場所及び状 

況 
⑨ 遺体が安置されている場所 
⑩ 連絡先その他必要情報 

知 事 

避 難 住 民 ・ 武力攻撃災害による死傷者 

報告

報告

安 否 情 報 の 収 集 ・ 提 供 

法９４② 

法９４① 

法９４① 

法９５① 

総務大臣 

照会・回答

市 長

安否情報の収集・整理 

安否情報の収集・整理 
外国人に関する 
日本赤十字社 

安否情報の収集・整理

収集
安否情報を保有する 

関係機関 

照

会

者

  

 法９６② 

法９４③ 



 

                                                                                     
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ２        
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２ 県に対する報告 

  市は、県への報告に当たっては、原則として、安否情報システムを利用する。ただし、安否情

報システムが利用できない場合は、安否情報省令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載

した書面（電磁的記録を含む。）の送付によるものとし、また、事態が急迫してこれらの方法に

よることができない場合は、電話などでの報告を行う。 

 
２ 県に対する報告 

 市は、県への報告に当たっては、原則として、                     

                 安否情報省令第２条に規定する様式第３号に必要事項を記載

した書面（電磁的記録を含む。）を、電子メールで県に送付する。ただし、事態が急迫してこれら

の方法によることができない場合は、口頭や電話などでの報告を行う。 

安否情報システ

ムの運用開始に

伴う記述の整備 

第３編 
第３章 

 
（P35） 

 
１ 国・県の対策本部との連携 

(1) 国・県の対策本部との連携 

 （略） 

(2) 国・県の現地対策本部との連携  

   市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本

部と緊密な連携を図る。 

   なお、国の現地対策本部において武力攻撃事態等合同対策協議会が開催される場合には、市

対策本部長又は市対策本部長が指名する本部員が出席する。 
 

 
１ 国・県の対策本部との連携 

(1) 国・県の対策本部との連携 

 （略） 

(2) 国・県の現地対策本部との連携  

   市は、国・県の現地対策本部が設置された場合は、連絡員を派遣すること等により、当該本

部と緊密な連携を図る。                         
                                            

                               

合同対策協議会

へ出席する本部

員に関する記述

の整備 



新城地区　平成２０年年間降水量（2,009.0mm）、年平均気温（15.1℃）
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近畿中部防衛局 

（東海防衛支局） 

１ (略) 

２ (略) 

 

 
大阪防衛施設局 

（名古屋防衛施設支局） 

１ (略)                  

２ (略) 
 第１編 

第３章 
 

（P７） 
 
郵政事業株式会社 １ (略) 

 

 
日本郵政公社 １ (略) 

 

名称の変更によ

る変更 
（軽微な変更） 

第１編 
第４章 

 
（P９） 

 

(2) 気候 

  本市の年間平均気温は、平坦部（新城地区）で15.1℃、山間部（作手地区）では12.6℃となっ

ており、比較的温暖な地域と、やや冷涼な地域に分かれている。 

  ア 新城地区 

新城地区は、南北に山地をひかえ、気象条件は比較的恵まれて概して温和であり、農作物の

栽培に適しているが、盆地的地形を呈しているため昼夜の温度差が大きく特に晩霜の被害を受

けやすい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

  イ 鳳来地区 

鳳来地区は、南に面して傾斜した地形のため、豊川に沿って吹き込む太平洋上からの温暖多

湿な風を受け、雨が多く雪が少ない、比較的温暖な気候となっている。 

 

             
 

（※ 鳳来アメダスは平成１５年度移転廃止のため表削除） 

 
 

 

(2) 気候 

  本市の年間平均気温は、平坦部（新城地区）で15.1℃、山間部（作手地区）では12.3℃となっ

ており、比較的温暖な地域と、やや冷涼な地域に分かれている。 

  ア 新城地区 

新城地区は、南北に山地をひかえ、気象条件は比較的恵まれて概して温和であり、農作物の

栽培に適しているが、盆地的地形を呈しているため昼夜の温度差が大きく特に晩霜の被害を受

けやすい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 鳳来地区 

鳳来地区は、南に面して傾斜した地形のため、豊川に沿って吹き込む太平洋上からの温暖多

湿な風を受け、雨が多く雪が少ない、比較的温暖な気候となっている。 

鳳来地区 平成１４年年間降水量(1,415mm)、年平均気温（16.3℃）
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鳳来アメダスは平成１５年度から新城へ移転のため、平成１４年を記載  

統計数値の修正

による変更 
（軽微な変更） 

新城地区　平成１７年年間降水量（1,249.0mm）、年平均気温（15.1℃）
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ウ 作手地区 

作手地区の気候は寒冷であり、１１月上旬に初霜があり、４月中旬まで晩霜が続き、日中の

気温と夜間の気温の差が大きく、高原性気候の地域である。 

作手地区　平成２０年年間降水量（2,077ｍｍ）、年平均気温（12.6℃）
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ウ 作手地区 

作手地区の気候は寒冷であり、１１月上旬に初霜があり、４月中旬まで晩霜が続き、日中の

気温と夜間の気温の差が大きく、高原性気候の地域である。 

作手地区　平成１７年年間降水量(1,406.0mm)、年平均気温(12.3℃)
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統計数値の修正

による変更 
（軽微な変更） 

第１編 
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（P10） 

 
(3) 人口分布及び土地利用 

 本市の人口は、51,402人（平成２１年４月１日住民基本台帳人口）で、うち65歳以上の高齢者

が占める割合は27.0％となっている。 

また、本市全体の面積は499.00ｋ㎡であるが、土地利用形態を面積及び構成比で見ると、森

林・原野が416.48ｋ㎡（83.4％）、農用地31.44ｋ㎡（6.3％）、宅地13.30ｋ㎡（2.7％）、道

路16.92ｋ㎡（3.4％）、水面等11.07ｋ㎡（2.2％）、その他9.79ｋ㎡（2.0％）であり、森林・

原野の構成比率が８割以上を占めている。 

ア 新城地区 

 新城地区の面積は、117.94ｋ㎡、人口は35,660人で、面積は市全体の23.6％であるが、

人口は69.4％を占めている。 

イ 鳳来地区 

 鳳来地区の面積は、263.66ｋ㎡、人口は12,705人で、面積は市全体の52.9％を占めてい

るが、人口は24.7％となっている。 

ウ 作手地区 

 作手地区の面積は、117.40ｋ㎡、人口は3,037人で、面積は市全体の23.5％、人口は5.9％

である。 

 

 
(3) 人口分布及び土地利用 

 本市の人口は、52,467人（平成１８年４月１日住民基本台帳人口）で、うち65歳以上の高齢者

が占める割合は25.4％となっている。また、市全体の土地利用形態を構成比で見ると、森林・

原野83.5％、農用地6.4％、宅地2.7％、道路3.3％、水面等2.2％、その他1.9％であり、森林・

原野の比率が８割以上を占めている。 

 

 

ア 新城地区 

 新城地区の面積は、117.9ｋ㎡、人口は35,848人で、面積は市全体の23.6％であるが、人

口は68.3％を占めている。土地の利用区分ごとの構成比は、森林・原野60.5％、農用地15.9％、

宅地8.0％、道路5.6％、水面等3.0％、その他7.0％である。 

イ 鳳来地区 

 鳳来地区の面積は、263.7ｋ㎡、人口は13,430人で、面積は市全体の52.9％を占めている

が、人口は25.6％となっている。土地の利用区分ごとの構成比は、森林・原野が91.8％を占

め、農用地2.7％、宅地1.1％、道路2.2％等となっている。 

ウ 作手地区 

    作手地区の面積は、117.4ｋ㎡、人口は 3,189 人で、面積は市全体の 23.5％、人口は 6.1％

である。土地の利用区分ごとの構成比は、森林・原野 87.8％、農用地 5.2％、宅地 1.0％、

道路 3.5％等である。 

統計数値の修正

による変更 
（軽微な変更） 
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地区別人口及び世帯数           

 区  分   男 

人 

女 

人

計 

人 

65歳以上 

人 

世帯数 

 

新 城 3,502 3,823 7,325 1,961 2,534

千 郷 5,735 5,696 11,431 2,391 3,675

東 郷 4,793 4,833 9,626 2,221 3,088

舟 着 842 820 1,662 488 489

八 名 2,793 2,823 5,616 1,444 1,590

新城地区計 17,665 17,995 35,660 

(69.4%) 

8,505 11,376

中南部 3,011 3,148 6,159 1,451 1,574

北西部 1,569 1,726 3,295 1,366 1,205

東 部 1,589 1,662 3,251 1,460 1,375

鳳来地区計 6,169 6,536 12,705 

(24.7%) 

4,277 

 

4,154

北部 636 698 1,334 496 457

南部 817 886 1,703 612 544

作手地区計 1,453 1,584 3,037 

(5.9%) 

1,108 1,001

合   計 25,287 26,115 51,402 

(100.0%) 

13,890 

(27.0%) 

16,531

出典：住民基本台帳 ― 平成２１年４月１日現在 ― 

地区別人口及び世帯数           

 区  分   男 

人

女 

人

計 

人 

65歳以上 

人 

世帯数 

 

新 城 3,483 3,826 7,309 1,874 2,463

千 郷 5,614 5,674 11,288 2,149 3,460

東 郷 4,832 4,935 9,767 2,123 3,022

舟 着 869 860 1,729 469 485

八 名 2,857 2,898 5,755 1,416 1,559

新城地区計 17,655 18,183 35,848 

(68.3%) 

8,031 10,989

中南部 2,638 2,746 5,384 1,416 1,566

北西部 1,684 1,821 3,505 1,379 1,213

東 部 2,191 2,350 4,541 1,414 1,413

鳳来地区計 6,513 6,917 13,430 

(25.6%) 

4,209 

 

4,192

作手地区計 1,520 1,669 3,189 

(6.1%) 

1,105 1,002

合   計 25,688 26,799 52,467 

(100.0%) 

13,345 

(25.4%) 

16,183

出典：住民基本台帳 ― 平成１８年４月１日 現在 ― 

 

統計数値の修正

による変更 
（軽微な変更） 
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地区別土地利用 

区 分 

 

行政面積 

（ｋ㎡） 

人口密度 

（人/ｋ㎡） 

農用地 森林・ 

原野 

水面・河

川・水路 

道路 宅地 その他

愛 知 県 5,160.3 1,424 16.0% 42.6% 4.7% 8.9% 17.7% 10.1%

東三河地域 1,712.0 448 13.6% 63.7% 3.2% 5.9% 7.9% 5.7%

新 城 市 499.0 103 6.3% 83.4% 2.2% 3.4% 2.7% 2.0%

 出典：土地に関する統計年報－平成２０年版－

 

地区別土地利用 

区 分 行政面積 

（ｋ㎡） 

人口密度

（人/ｋ㎡）

農用地 森林・ 

原野 

水面・河

川・水路 

道路 宅地 その他

愛 知 県 5,160.6 1,396 16.3% 42.7% 4.7% 8.8% 17.4% 10.2%

東三河地域 1,719.4 445 13.3% 63.8% 3.2% 5.8% 7.8% 6.1%

新 城 市 499.0 105 6.4% 83.5% 2.2% 3.3% 2.7% 1.9%

うち新城地区 117.9 305 15.9% 60.5% 3.0% 5.6% 8.0% 7.0%

うち鳳来地区 263.7 52 2.7% 91.8% 2.2% 2.2% 1.1% 0.0%

うち作手地区 117.4 27 5.2% 87.8% 1.4% 3.5% 1.0% 1.1%

  出典：土地に関する統計年報－平成１７年版－

 

統計数値の修正

による変更 
（軽微な変更） 
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(3) 市対策本部の組織及び機能 

市対策本部の組織は、次のとおりとする。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※  市対策本部における決定内容等を踏まえ、各部課室においてそれぞれ国民保護措置を実

施するものとする（各部課室から市対策本部に支援要員を派遣して、円滑な連絡調整を図

る。）。 

 

 

 

市対策本部 

 

 

 
(3) 市対策本部の組織及び機能 

市対策本部の組織は、次のとおりとする。 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ※ 市対策本部における決定内容等を踏まえ、各部課室においてそれぞれ国民保護措置を実

施するものとする（各部課室から市対策本部に支援要員を派遣して、円滑な連絡調整を図

る。）。 

 

 

市対策本部 

 

 

市の機構改革に

伴う名称変更 

（軽微な変更） 

本部長 (市長) 

本部員会議 副本部長 

総務部   健康医療部   建設部 

企画部   経済部      水道事業部 

市民部   産業立地部   議会事務局 

福祉部   生活環境部   監査委員事務局  

本部員 

消防本部 
教育委員会 

鳳来支部 

作手支部 

※ 教育委員会は、市長の所轄

の下にその所掌事務に係る

国民保護措置を行う。 

※ 決定内容の指示 

医務部 

本部職員（支援要員） 

本部長 (市長) 

本部員会議 副本部長 

総務部     福祉健康部  水道事業部 

管理調整部  経済部     議会事務局 

企画部     生活環境部  出納管理室 

市民部     建設部    監査委員事務局  

本部員 

消防本部 
教育委員会 

鳳来支部 

作手支部 

※ 教育委員会は、市長の所轄

の下にその所掌事務に係る

国民保護措置を行う。 

※ 決定内容の指示 

医務部 

本部職員（支援要員）


